
○茨城県立医療大学授業料等徴収条例施行規則 
平成6年12月28日 

茨城県規則第109号 
茨城県立医療大学授業料等徴収条例施行規則を次のように定める。 

茨城県立医療大学授業料等徴収条例施行規則 
 

(趣旨) 
第1条 この規則は，茨城県立医療大学授業料等徴収条例(平成6年茨城県条例第51号。以

下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 
 

(条例別表第2の公開講座) 
第2条 条例別表第2の特定の分野に関し高度な技術及び知識を有する看護師を養成する

ための公開講座で規則で定めるものは，認定看護師の教育に関する講座とする。 
2 条例別表第2の保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に規定する保健師養成所，

助産師養成所，看護師養成所及び准看護師養成所の教員を養成するための公開講座で規

則で定めるものは，保健師養成所，助産師養成所，看護師養成所及び准看護師養成所の

専任教員の養成に関する講座とする。 
(平24規則27・全改) 
 

(授業料，研修料及び受講料の納付期限) 
第3条 条例第5条第3項から第5項まで及び条例第6条第2項に規定する授業料，条例第5条
第6項に規定する研修料並びに条例第5条第8項に規定する受講料の納付期限は，それぞ

れ当該各項に規定する当該授業料，研修料又は受講料を納入する月の末日(その日が茨城

県の休日を定める条例(平成元年茨城県条例第7号)第1条第1項に規定する県の休日に当

たるときは，その日後においてその日に最も近い県の休日でない日。以下同じ。)とする。 
(平19規則22・旧第2条繰下・一部改正) 
 

(入学検定料の減免の要件) 
第4条 入学検定料の全部又は一部の免除(以下「減免」という。)に係る条例第8条第1項の

経済的理由は，次の各号のいずれかに該当することとする。 
(1) 学部学生，専攻科学生又は大学院学生として入学を志願する者の学資を主に負担し

ている者(以下この条及び次条において「学資負担者」という。)が生活保護法(昭和25
年法律第144号)による生活扶助を受けるに至ったこと。 

(2) 出願手続を行う前1年以内において，学資負担者が死亡し，又は疾病にかかったこ

と。 
(3) 出願手続を行う前1年以内において，学資負担者が天災，火災その他の災害により



著しく損害を受けたこと。 
(4) 知事が前3号に掲げることに準ずると認めたもの 

(平23規則35・追加，平25規則66・一部改正) 
 

(入学検定料の減免の申請) 
第5条 入学検定料の減免を受けようとする者は，入学検定料減免申請書(様式第1号)に次

に掲げる書類を添付して，出願手続期間の終了の日までに知事に提出しなければならな

い。 
(1) 学資負担者の所得を確認できる市区町村長の発行する書類 
(2) 前条各号に掲げる理由を証明するに足りる官公署，医師等が発行する書類 
(3) 家庭状況調書(様式第2号) 
(4) その他知事が必要と認める書類 

(平23規則35・追加) 
 

(入学検定料の減免の額) 
第6条 入学検定料の減免の額は，入学検定料の全額又は半額とする。 

(平23規則35・追加) 
 

(入学検定料の減免申請に係る徴収の猶予) 
第7条 入学検定料の減免を決定するまでの間は，当該減免の申請をした者に係る入学検

定料の徴収は猶予するものとする。 
(平23規則35・追加) 
 

(減免が認められなかった者等に係る入学検定料の納付) 
第8条 入学検定料の減免が認められなかった者又は減免の額が半額となった者は，知事

が定める日までにその納付すべき入学検定料を納付しなければならない。 
(平23規則35・追加) 
 

(入学料の減免の要件) 
第9条 入学料の減免に係る条例第8条第2項の経済的理由は，次の各号のいずれかに該当

することとする。 
(1) 学部学生として入学しようとする者が大学等における修学の支援に関する法律(令
和元年法律第8号)第8条第1項に規定する授業料等減免対象者として知事の認定(以下

「授業料等減免対象者としての認定」という。)を受けたこと。 
(2) 学部学生，専攻科学生又は大学院学生として入学しようとする者の学資を主に負担

している者(以下この条及び次条において「学資負担者」という。)(学部学生として入



学しようとする者の学資を主に負担している者を除く。次号及び第4号において同じ。)
が生活保護法による生活扶助を受けるに至ったこと。 

(3) 入学手続を行う前1年以内において，学資負担者が死亡し，又は疾病にかかったこ

と。 
(4) 入学手続を行う前1年以内において，学資負担者が天災，火災その他の災害により

著しく損害を受けたこと。 
(5) 知事が前各号に掲げることに準ずると認めたもの(第1号に掲げる経済的理由を除

く。) 
(平12規則198・一部改正，平19規則22・旧第3条繰下・一部改正，平23規則35・
旧第4条繰下・一部改正，平25規則66・令2規則30・一部改正) 
 

(入学料の減免の申請) 
第10条 入学料の減免を受けようとする者(前条第1号に掲げる経済的理由に該当する者と

して入学料の減免を受けようとするものを除く。)は，入学料減免申請書(様式第3号)に次

に掲げる書類を添付して，入学手続期間内に知事に提出しなければならない。 
(1) 学資負担者の所得を確認できる市区町村長の発行する書類 
(2) 前条第2号から第5号までに掲げる経済的理由を証明するに足りる官公署，医師等が

発行する書類 
(3) 家庭状況調書 
(4) その他知事が必要と認める書類 

2 前条第1号に掲げる経済的理由に該当する者として入学料の減免を受けようとするも

のは，入学料減免申請書を知事が定める日までに知事に提出しなければならない。 
(平19規則22・旧第4条繰下・一部改正，平23規則35・旧第5条繰下・一部改正，

令2規則30・一部改正) 
 

(入学料の減免の額) 
第11条 入学料の減免の額は，入学料の額の全部又は一部とする。 

(平19規則22・旧第5条繰下，平23規則35・旧第6条繰下，令2規則30・一部改正) 
 

(入学料の減免申請に係る徴収の猶予) 
第12条 入学料の減免を決定するまでの間は，当該減免の申請をした者に係る入学料の徴

収は猶予するものとする。 
(平19規則22・旧第6条繰下，平23規則35・旧第7条繰下) 
 

(減免が認められなかった者等に係る入学料の納付) 
第13条 入学料の減免が認められなかった者又は減免の額が一部となった者は，知事が定



める日までにその納付すべき入学料を納付しなければならない。 
(平19規則22・旧第7条繰下，平23規則35・旧第8条繰下，令2規則30・一部改正) 
 

(授業料の減免の要件) 
第14条 授業料の減免に係る条例第8条第2項の経済的理由は，次の各号のいずれかに該当

することとする。 
(1) 学部学生が授業料等減免対象者としての認定を受けたこと。 
(2) 学部学生，専攻科学生又は大学院学生の学資を主として負担している者(以下この条，

次条及び第17条において「学資負担者」という。)(学部学生の学資を主として負担し

ている者を除く。次号から第5号までにおいて同じ。)が生活保護法による生活扶助を

受けるに至ったこと。 
(3) 学資負担者が失業又は生業の不振に至ったこと。 
(4) 学資負担者が死亡し，又は疾病にかかったこと。 
(5) 学資負担者が天災，火災その他の災害により損害を受けたこと。 
(6) 知事が前各号に掲げることに準ずると認めたもの(第1号に掲げる経済的理由を除

く。) 
(平12規則198・一部改正，平19規則22・旧第8条繰下・一部改正，平23規則35・
旧第9条繰下・一部改正，平25規則66・令2規則30・一部改正) 
 

(授業料の徴収猶予又は分割納付の要件) 
第15条 授業料の徴収の猶予(以下「徴収猶予」という。)又は授業料を分割して納付する

こと(以下「分割納付」という。)に係る条例第8条第2項の経済的理由は，次の各号のい

ずれかに該当することとする。 
(1) 学資負担者が生活保護法による生活扶助を受けるに至ったこと。 
(2) 学資負担者が失業又は生業の不振に至ったこと。 
(3) 学資負担者が死亡し，又は疾病にかかったこと。 
(4) 学資負担者が天災，火災その他の災害により損害を受けたこと。 
(5) 学資負担者の収入が季節的に著しく変動するものであること。 
(6) 知事が前各号に掲げることに準ずると認めたもの 

(平19規則22・旧第9条繰下・一部改正，平23規則35・旧第10条繰下・一部改正) 
 

(奨学金貸与等の申請義務) 
第16条 合理的な理由がなく独立行政法人日本学生支援機構等の奨学金又は修学資金の

給付又は貸与の申請をしない者については，第14条第2号から第6号まで又は前条各号に

規定する経済的理由に該当する場合であっても，授業料の減免，徴収猶予又は分割納付

(以下「減免等」という。)は認めないものとする。 



(平19規則22・旧第10条繰下・一部改正，平23規則35・旧第11条繰下，令2規則30・
一部改正) 
 

(授業料の減免等の申請) 
第17条 授業料の減免等を受けようとする者は(第14条第1号に掲げる経済的理由に該当

する者として授業料の減免を受けようとするものを除く。)，授業料減免等申請書(様式

第4号)に次に掲げる書類を添付して，授業料の納付期限までに知事に提出しなければな

らない。 
(1) 学資負担者の所得を確認できる市区町村長等の発行する書類 
(2) 第14条第2号から第6号まで又は第15条各号に掲げる事実を証明するに足りる官公

署，医師等が発行する書類 
(3) 家庭状況調書 
(4) その他知事が必要と認める書類 

2 第14条第1号に掲げる経済的理由に該当する者として授業料の減免を受けようとする

ものは，授業料減免等申請書を知事が定める日までに知事に提出しなければならない。 
(平19規則22・旧第11条繰下・一部改正，平23規則35・旧第12条繰下・一部改正，

令2規則30・一部改正) 
 

(授業料の減免等の決定等) 
第18条 授業料の減免は，各期ごとに決定するものとし，減免の額は，その期に係る授業

料の額の全部又は一部とする。ただし，前条第2項の規定に基づき授業料の減免の申請を

した者に係る授業料の減免の決定については，この限りでない。 
2 授業料の徴収猶予は，各期ごとに決定するものとし，徴収猶予に係る期間の末日は，

第1期にあっては8月末日を，第2期にあっては2月末日を超えないものとする。 
3 授業料の分割納付の適用は，各期ごとに決定するものとし，当該期に係る授業料を3回
以内に分割して納付させるものとする。 

(平19規則22・旧第12条繰下，平23規則35・旧第13条繰下，令2規則30・一部改正) 
 

(授業料の減免等申請に係る徴収の猶予) 
第19条 授業料の減免等を決定するまでの間は，当該減免等の申請をした者に係る授業料

の徴収は猶予するものとする。 
(平19規則22・旧第13条繰下，平23規則35・旧第14条繰下) 
 

(減免等が認められなかった者に係る徴収の猶予) 
第20条 授業料の減免等が認められなかった者又は減免の額が一部となった者(授業料の

徴収猶予又は分割納付が認められた者を除く。)は，知事が定める日までにその納付すべ



き授業料を納付しなければならない。 
2 授業料の徴収猶予が認められなかった者(授業料の分割納付が認められた者を除く。)
は，知事が定める日までにその納付すべき授業料を納付しなければならない。 

3 授業料の分割納付が認められなかった者は，知事が定める日までにその納付すべき授

業料を納付しなければならない。 
(平19規則22・旧第14条繰下，平23規則35・旧第15条繰下，令2規則30・一部改正) 
 

(徴収猶予中等に退学した者に係る授業料の取扱い) 
第21条 授業料の徴収猶予又は分割納付が認められた者に対して，その者の願出により退

学を許可した場合は，授業料の年額の12分の1に相当する額に退学をした日の属する月

の翌月から退学をした期の最後の月までの月数に乗じて得た額を免除することができる

ものとする。 
(平19規則22・旧第15条繰下，平23規則35・旧第16条繰下) 
 

(授業料等の減免等の決定の取消し) 
第22条 知事は，入学検定料，入学料若しくは授業料の減免若しくは徴収猶予又は授業料

の分割納付(以下この条において「授業料等の減免等」という。)が認められた者が次の

各号のいずれかに該当する場合は，当該授業料等の減免等の決定を取り消すものとする。 
(1) 授業料等の減免等の必要がなくなったとき。 
(2) 授業料等の減免等に係る申請書その他の書類に虚偽の記載があったとき。 

2 前項の規定により授業料等の減免等が取り消された者は，当該授業料等の減免等の適

用を受けた額のうち，知事が必要と認める額を知事が定めた日までに納付しなければな

らない。 
(平19規則22・旧第16条繰下，平23規則35・旧第17条繰下・一部改正) 
 

付 則 
この規則は，平成7年1月1日から施行する。 
 

付 則(平成9年規則第25号) 
この規則は，平成9年4月1日から施行する。 
 

付 則(平成12年規則第198号) 
この規則は，平成13年1月1日から施行する。 
 

付 則(平成19年規則第22号) 
この規則は，平成19年4月1日から施行する。 
 



付 則(平成23年規則第35号) 
この規則は，公布の日から施行する。 
 

付 則(平成24年規則第27号) 
この規則は，公布の日から施行する。 
 

付 則(平成25年規則第66号) 
この規則は，公布の日から施行する。 
 

付 則(令和2年規則第30号) 
(施行期日) 

1 この規則は，令和2年4月1日から施行する。 
(経過措置) 

2 第1条の規定による改正後の茨城県立医療大学学則の規定並びに第2条の規定による改

正後の茨城県立医療大学授業料等徴収条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第9
条から第11条まで及び第13条の規定は，この規則の施行の日(以下「施行日」という。)
以後入学する者について適用する。 

3 改正後の規則第14条，第16条，第17条，第18条第1項及び第20条第1項の規定は，施行

日以後在学する者に係る授業料の減免について適用する。 
4 施行日前に在学する者に係る授業料の減免については，改正後の規則第14条，第16条，

第17条，第18条第1項及び第20条第1項の規定にかかわらず，なお従前の例によることが

できる。 
 

付 則(令和2年規則第83号) 
1 この規則は，公布の日から施行する。 
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は，調製した残部を限度として

所要の補正を行い使用することができる。 
 
様式第1号(第5条関係) 

(平23規則35・全改，平25規則66・令2規則83・一部改正) 
 

入学検定料減免申請書 

 

  

年  月  日 

 



  

   茨城県知事    殿 

 

  

申請者                 

志望    学科・専攻科・研究科  

氏名                

 

保証人                 

住所                

氏名           

(申請者との続柄      )   

 

  

  

  入学検定料の減免を受けたいので，下記により申請いたします。 

 

  

  

記 

 

  

  

1 申請の理由(具体的に記入すること。) 

 

  

  

  

  

  

2 添付書類 

  

 (1) 所得を確認できる書類  (          ) 

 

 (2) 経済的理由を証明する書類(          ) 

 



 (3) 家庭状況調書 

 

 (4) その他         (          ) 

 
 
 
様式第2号(第5条第3号，第10条第3号，第17条第3号関係) 

(平12規則198・平19規則22・平23規則35・平25規則66・一部改正) 
家庭状況調書 

本

人 
氏名 (    年  月  日生) 
現住所   
所 属 ( 志

望) 
      学科・専攻科・研究科    学年    学籍番号 

家

族

及

び

所

得 

住所   
就学者を

除く家族

等 

続柄 氏名 年齢 同居・別居 職業 総

収

入

金

額 

          千

円 

          千

円 

          千

円 

          千

円 

          千

円 

          千

円 

          千

円 
総所得金額 千

円 
就学者 続柄 氏名 年齢 在学学校名 学 通



年 学

別 
本人         自

宅

・自

宅

外 

          自

宅

・自

宅

外 

          自

宅

・自

宅

外 

          自

宅

・自

宅

外 
学資負担者が無職の場合 修業見込有・無 生活費の出所   
奨学金貸

与等の状

況(申請中

を含む。) 

奨学金名 ① ② ③ 
月額 円 円 円 
年額 円 円 円 
期間  年 月～ 年 月  年 月～ 年 月  年  月

～  年 

月 
本人の 1箇月の

生活費 
収

入 
家庭から        円 支

出 
食 費            

円 
奨学金         円 住 居 費           

円 
アルバイト       円 交 通 費           

円 
預金等         円 学 習 費           



円 
その他         円 そ の 他           

円 
合計          円 合 計            

円 
判

定

欄 

(総所得金額)＋(奨学金)－(特別控除額)－(収入基準額)＝(判定基準額) 

    千円    千円     千円    千円     千円 

世帯人員 (収入基準額) 

    人(     ) 
決定 1 免除(  円) 2 減額1／2(  円) 3 分納(  回) 4 徴収猶予 

備

考 
  

 
 注 判定欄及び備考欄には記入しないこと。 
 
様式第3号(第10条関係) 

(平23規則35・追加，平25規則66・令2規則83・一部改正) 
 

入学料減免申請書 

 

  

年  月  日 

 

  

   茨城県知事    殿 

 

  

申請者          

所属    学科・専攻科・研究科  

氏名                

 

保証人                 

住所                

氏名                

(申請者との続柄      )   

 



  

  

  入学料の減免を受けたいので，下記により申請いたします。 

 

  

  

記 

 

  

  

1 申請の理由(具体的に記入すること。) 

 

  

  

  

  

  

2 添付書類 

  

 (1) 所得を確認できる書類  (          ) 

 

 (2) 経済的理由を証明する書類(          ) 

 

 (3) 家庭状況調書 

 

 (4) その他         (          ) 

 
 
 
様式第4号(第17条関係) 

(平9規則25・平12規則198・平19規則22・一部改正，平23規則35・旧様式第3号
繰下・一部改正，平25規則66・一部改正) 

 

授業料減免等申請書 

年  月  日  

 



 茨城県知事    殿 

 

申請者                  

所属  学科・専攻科・研究科    

学籍番号                

氏名           

 

保証人                  

住所                

氏名                

(申請者との続柄     ) 

 

   年度  期分授業料の減免(徴収猶予・分割納付の適用)を受けたいので，下記により申請します。 

 

記 

 

1 申請内容 

  ((1)～(3)のうち該当するもの1つを○で囲み，かつ，必要な事項を記載すること。) 

 (1) 減免 

 (2) 徴収猶予 

   徴収猶予希望期限    年  月  日まで 

 (3) 分割納付 

   分割納付希望回数    回 

      納入年月日   第1回    年  月  日 

              第2回    年  月  日 

              第3回    年  月  日 

2 申請理由(具体的に記入すること。) 

3 1で減免を申請した者で，減免が認められない場合においては徴収猶予又は分割納付の適用を希望する者は，次

に記入すること。 

 (1) 徴収猶予 

   徴収猶予希望期限    年  月  日まで 

 (2) 分割納付 

   分割納付希望回数    回 

      納入年月日   第1回    年  月  日 

              第2回    年  月  日 

              第3回    年  月  日 



3 添付書類 

 (1) 所得を確認できる書類  (            ) 

 (2) 経済的理由を証明する書類(            ) 

 (3) 家庭状況調書 

 (4) その他         (            ) 

 
 
 


